
広
島
県
告
示
第
五
百
六
号

昭
和
四
十
九
年
広
島
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
変
更
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

次
の
表
の
変
更
前
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
を
同
表
の
変
更
後
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
に
変
更
す
る
。

変

更

後

変

更

前

広
白
岳
三
丁
目
九
地
区

西
福
浦
地
区



広
島
県
告
示
第
五
百
七
号

昭
和
五
十
四
年
広
島
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
変
更
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

次
の
表
の
変
更
前
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
を
同
表
の
変
更
後
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
に
変
更
す
る
。

変

更

後

変

更

前

広
白
岳
三
丁
目
九
地
区
（
追
加
）

西
福
浦
地
区
（
追
加
）



広
島
県
告
示
第
五
百
八
号

平
成
元
年
広
島
県
告
示
第
千
百
八
十
八
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

変
更
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

次
の
表
の
変
更
前
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
を
同
表
の
変
更
後
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
に
変
更
す
る
。

変

更

後

変

更

前

広
白
岳
三
丁
目
九
地
区
（
追
加
）

福
浦
地
区
（
追
加
）



広
島
県
告
示
第
五
百
九
号

昭
和
五
十
四
年
広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
変
更
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

次
の
表
の
変
更
前
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
を
同
表
の
変
更
後
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
に
変
更
す
る
。

変

更

後

変

更

前

広
白
岳
三
丁
目
一
二
地
区

西
福
浦
Ｄ
地
区



広
島
県
告
示
第
五
百
十
号

昭
和
五
十
八
年
広
島
県
告
示
第
七
十
四
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

変
更
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

次
の
表
の
変
更
前
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
を
同
表
の
変
更
後
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
に
変
更
す
る
。

変

更

後

変

更

前

広
白
岳
三
丁
目
一
二
地
区
（
追
加
）

福
浦
Ｄ
地
区
（
追
加
）



広
島
県
告
示
第
五
百
十
一
号

昭
和
五
十
九
年
広
島
県
告
示
第
三
百
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
変
更
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

次
の
表
の
変
更
前
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
を
同
表
の
変
更
後
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
に
変
更
す
る
。

変

更

後

変

更

前

広
白
岳
三
丁
目
一
二
地
区
（
追
加
）

福
浦
Ｄ
地
区
（
追
加
）



広
島
県
告
示
第
五
百
十
二
号

昭
和
四
十
七
年
広
島
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
変
更
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

次
の
表
の
変
更
前
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
を
同
表
の
変
更
後
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
に
変
更
す
る
。

変

更

後

変

更

前

広
白
岳
四
丁
目
一
一
地
区

上
福
浦
二
五
五
四
地
区



広
島
県
告
示
第
五
百
十
三
号

昭
和
五
十
七
年
広
島
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
変
更
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

次
の
表
の
変
更
前
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
を
同
表
の
変
更
後
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
に
変
更
す
る
。

変

更

後

変

更

前

広
白
岳
四
丁
目
一
一
地
区
（
追
加
）

福
浦
二
五
五
四
地
区
（
追
加
）



広
島
県
告
示
第
五
百
十
四
号

昭
和
六
十
年
広
島
県
告
示
第
百
四
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更

す
る
。令

和
三
年
四
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

次
の
表
の
変
更
前
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
を
同
表
の
変
更
後
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
に
変
更
す
る
。

変

更

後

変

更

前

広
白
岳
四
丁
目
一
一
地
区
（
追
加
）

福
浦
二
五
五
四
地
区
（
追
加
）



広
島
県
告
示
第
五
百
十
五
号

昭
和
六
十
年
広
島
県
告
示
第
二
百
八
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

変
更
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

次
の
表
の
変
更
前
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
を
同
表
の
変
更
後
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
に
変
更
す
る
。

変

更

後

変

更

前

広
白
岳
四
丁
目
一
一
地
区
（
追
加
）

福
浦
二
五
五
四
地
区
（
追
加
）



広
島
県
告
示
第
五
百
十
六
号

平
成
二
年
広
島
県
告
示
第
百
五
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更

す
る
。令

和
三
年
四
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

次
の
表
の
変
更
前
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
を
同
表
の
変
更
後
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
に
変
更
す
る
。

変

更

後

変

更

前

広
白
岳
四
丁
目
一
〇
地
区

福
浦
二
五
五
四
Ａ
地
区



広
島
県
告
示
第
五
百
十
七
号

昭
和
六
十
二
年
広
島
県
告
示
第
八
百
四
十
九
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
変
更
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

次
の
表
の
変
更
前
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
を
同
表
の
変
更
後
の
欄
に
掲
げ
る
区
域
名
に
変
更
す
る
。

変

更

後

変

更

前

広
白
岳
四
丁
目
六
地
区

福
浦
一
三
七
一
八
地
区


